
ほかの医療機関と連携し

て地域医療に貢献します

『声のラン』～声の「花」を咲かせましょう！
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　地域医療連携室は、市民病

院とほかの医療機関が協調し

て地域医療を充実させること

で、市民の皆さんの健康維持

に貢献できるよう設置された

部署です。

　市民病院が地域の基幹病院

としての役割を充分に果たす

ために、地域医療連携室では

市内の病院や診療所と緊密に

連絡を取り合い情報交換して

います。市民病院の外来には

「かかりつけ医（ホームドクタ

ー）情報」を作成し展示して

います。普段は近くの「かか

りつけ医」を利用し、入院な

どの急な治療が必要なときに

市民病院を使うよう、市内の

医療機関との協力体制を整え

ています。

　また、「市民健康講座」を毎

月第３土曜日に院内で開き、

市民の皆さんに耳寄りな情報

を提供していますので、是非

参加し、健康増進に役立てて

ください。

　医療相談や各種の医療福祉

制度についての相談も受け付

けていますので、お気軽に市

民病院１階の地域医療連携室

までお越しください。

【お問い合わせは】

市民病院地域医療連携室

(24)３０００

【市民病院ホームページ】
http://www.city.chitose.

hokkaido.jp/hospital/

◎ 地域医療連携室 ［市民病院］
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町内会などが設置している防犯
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あります。市はこれらの防犯灯

の電気料金を負担しています。

ランプの交換などの維持管理費

用は、すべて町内会が負担して

ます。
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「いまさら、なかなか聞けない

わ」ということはありませんか？

小さなことでも、正しく理解し

ていただくために、「イマハナ」コーナ

ーでは、皆さんのささやかな疑問にお答

えします。
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広報に掲載できない

団体行事はありますか？

【詳細】広報広聴課広報係 (24)０１０４

広報ちとせの「たうんがいど」では、

市民の皆さんの情報広場として講習会

やイベント案内などの情報を掲載して

います。団体行事もこのコーナーを利

用できますが、政治や宗教活動、営利

を目的とした活動と認められるものな

どは、掲載できないことがあります。

掲載を希望されるときは、発行月の前

月 10 日までにＦＡＸ、持参、郵送のい

ずれかの方法で、広報広聴課まで原稿

を提出してください。
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